
公立・公的医療機関等以外の入院医療を提供する医療機関の役割の決定に向けた取組

について 

 

 １．目的 

国通知「地域医療構想の進め方について」を踏まえ、本年度中に議論を開始する

よう国から求められている公立公的医療機関等以外のその他の医療機関の役割の

決定に向けて、各医療機関の方針を把握するため、第２回推進委員会に向けた取組

（県調査）を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．調査対象 

  愛知県内の病床機能報告対象の全医療機関 

 

 

 

 

 

３．調査時期 

  平成 30 年 10 月頃 

 

４．調査項目（案） 

  ・平成 30 年 7 月 1 日現在の医療機能 

  ・平成 37（2025）年 7 月 1 日時点の医療機能 

  ・担う役割の方針について 

  ・非稼働病棟の有無、今後の予定 

  ・地域医療構想を踏まえた今後の役割について 

＜参考＞ 

地域医療構想の進め方について（抜粋） 

（平成 30 年 2 月 7 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

ウ） その他の医療機関に関すること 

その他の医療機関のうち、開設者の変更を含め構想区域において担うべき医療機関とし

ての役割や機能を大きく変更する病院などの場合には、今後の事業計画を策定した上で、

地域医療構想調整会議において、構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向

を踏まえて、速やかに平成 37（ 2025） 年に向けた対応方針を協議すること。協議が調わ

ない場合は、繰り返し協議を行った上で、平成 37（ 2025）年に向けた対応方針を決定する

こと。また、対応方針を決定した後に、見直す必要が生じた場合には、改めて地域医療構

想調整会議で協議すること。 

それ以外の全ての医療機関については、地域医療構想調整会議において、構想区域の医

療機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえて、遅くとも平成 30 年度末までに平成

37（ 2025） 年に向けた対応方針を協議すること。協議が調わない場合は、繰り返し協議

を行った上で、平成 37（ 2025） 年に向けた対応方針を決定すること。また、対応方針を

決定した後に、見直す必要が生じた場合には、改めて地域医療構想調整会議で協議するこ

と。 

資料４ 






